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平成３１年第１回久万高原町議会定例会 

平成３１年 ３月 ８日 

○議事日程 

  平成３１年３月８日午前９時３０分開議 

 日程第１  報告第 １号 損害賠償に係る和解及び損害賠償額の専決処分の報告につ 

              いて 

 日程第２  議案第 １号 工事変更請負契約の締結に関する専決処分について 

 日程第３  議案第 ２号 久万高原町公共施設等総合管理基金条例の制定について 

 日程第４  議案第 ３号 農村集落古味多目的施設の設置及び管理に関する条例の制 

              定について 

 日程第５  議案第 ４号 久万高原町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改 

              正する条例の制定について 

 日程第６  議案第 ５号 久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁 

              償支給条例及び久万高原町特別職の職員で常勤のものの給 

              与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

              いて 

 日程第７  議案第 ６号 久万高原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

              の制定について 

 日程第８  議案第 ７号 久万高原町分担金及び負担金賦課徴収条例の一部を改正す 

              る条例の制定について 

 日程第９  議案第 ８号 久万高原町教職員住宅設置条例の一部を改正する条例の制 

              定について 

 日程第10  議案第 ９号 久万高原町凶荒予備奨学金条例の一部を改正する条例の制 

              定について 

 日程第11  議案第１０号 久万高原町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

              を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第12  議案第１１号 久万高原町環境衛生センター条例の一部を改正する条例の 

              制定について 

 日程第13  議案第１２号 久万高原町林業研修センター条例の一部を改正する条例の 

              制定について 
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 日程第14  議案第１３号 久万高原町ふるさと村・家族旅行村条例の一部を改正する 

              条例の制定について 

 日程第15  議案第１４号 久万高原町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条 

              例の制定について 

 日程第16  議案第１５号 久万高原町水道法施行条例の一部を改正する条例の制定に 

              ついて 

 日程第17  議案第１６号 久万高原町地域雇用創出推進基金条例等を廃止する条例の 

              制定について 

 日程第18  議案第１７号 平成３０年度久万高原町一般会計補正予算（第５号） 

 日程第19  議案第１８号 平成３０年度久万高原町国民健康保険事業特別会計補正予 

              算（第３号） 

 日程第20  議案第１９号 平成３０年度久万高原町国民健康保険診療所事業特別会計 

              補正予算（第１号） 

 日程第21  議案第２０号 平成３０年度久万高原町介護保険事業特別会計補正予算 

              （第３号） 

 日程第22  議案第２１号 平成３０年度久万高原町凶荒予備事業特別会計補正予算 

              （第１号） 

 日程第23  議案第２２号 平成３０年度久万高原町分譲住宅宅地造成事業特別会計補 

              正予算（第１号） 

 日程第24  議案第２３号 平成３０年度久万高原町立病院事業会計補正予算(第２号) 

 日程第25  議案第２４号 平成３０年度久万高原町立老人保健施設事業会計補正予算 

              （第２号） 

 日程第26  議案第２５号 平成３１年度久万高原町一般会計予算 

 日程第27  議案第２６号 平成３１年度久万高原町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第28  議案第２７号 平成３１年度久万高原町国民健康保険診療所事業特別会計 

              予算 

 日程第29  議案第２８号 平成３１年度久万高原町後期高齢者医療保険事業特別会計 

              予算 

 日程第30  議案第２９号 平成３１年度久万高原町介護保険事業特別会計予算 

 日程第31  議案第３０号 平成３１年度久万高原町訪問看護事業特別会計予算 
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 日程第32  議案第３１号 平成３１年度久万高原町農業集落排水事業特別会計予算 

 日程第33  議案第３２号 平成３１年度久万高原町公共下水道事業特別会計予算 

 日程第34  議案第３３号 平成３１年度久万高原町浄化槽事業特別会計予算 

 日程第35  議案第３４号 平成３１年度久万高原町凶荒予備事業特別会計予算 

 日程第36  議案第３５号 平成３１年度久万高原町分譲宅地造成事業特別会計予算 

 日程第37  議案第３６号 平成３１年度久万高原町立病院事業会計予算 

 日程第38  議案第３７号 平成３１年度久万高原町立老人保健施設事業会計予算 

 日程第39  議案第３８号 平成３１年度久万高原町簡易水道事業会計予算 

 日程第40  議案第３９号 おもご高齢者生活支援ハウスの指定管理者の指定について 

 日程第41  議案第４０号 久万高原町久万農業公園の指定管理者の指定について 

 日程第42  議案第４１号 久万高原町直瀬ふもと友愛館の指定管理者の指定について 

 日程第43  議案第４２号 西明神高齢者創作館の指定管理者の指定について 

 日程第44  議案第４３号 柳井川幸齢者創作館の指定管理者の指定について 

 日程第45  議案第４４号 久万高原町四国カルスト牧場の指定管理者の指定について 

 日程第46  議案第４５号 久万高原町林業研修センターの指定管理者の指定について 

 日程第47  議案第４６号 久万高原町やなだにさんさんドームの指定管理者の指定に 

              ついて 

 日程第48  議案第４７号 久万高原町公民館分館の指定管理者の指定について 

 日程第49  諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第50  議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程と同じ 

 

○出席議員（１３名） 

   １番  中 川 武 志         ２番  土 居 通 秀 

   ３番  田 村 昭 子         ４番  玉 井 春 鬼 

   ５番  大 原 貴 明         ６番  天 野 辰 晴 

   ７番  髙 橋 末 廣         ８番  日 野 明 勅 

   ９番  岡 部 史 夫         10番  川 崎 勝 弘 
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   11番  熊 代 祐 己         12番  中 野 克 仁 

   13番  瀧 野   志 

 

○欠席議員（０名） 

 

○説明のため出席した者 

 町 長  河 野 忠 康    副 町 長  髙 山 稔 明 

 教 育 長  小 野 敏 信    総 務 課 長  佐 藤 理 昭 

 危 機 管 理 室 長  石 割 眞 一    保 健 福 祉 課 長  中 岡 瑞 恵 

 建 設 課 長  西 森   稔    環 境 整 備 課 長  釣 井 好 春 

 林 業 戦 略 課 長  菅   隆 則    住 民 課 長  木 下 勝 也 

 ふるさと創生課長  大 野 和 也    農 業 戦 略 課 長  篠 﨑 慶 太 

 会 計 管 理 者  梶 家 和 彦    病院事業等統括事務長  和 田 利 章 

 教育委員会事務局長  辻 本 元 一    消防本部消防長  織 川 真 二 

 代 表 監 査 委 員  菅   洋 志 

 

○議会事務局 

 事 務 局 長  中 川 隆 範 
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事 務 局  （朝 礼） 

 

議  長  本日の出席議員は１３名です。 

定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。 

                         （午前９時３０分） 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでありますが、本日の午後１時か

ら開会される本会議においては、１時５分からにしたいというふうに思います。

それは、教育委員会からｉＰａｄのデモをやりたいという要望がありましたの

で、全員協議会に諮り、日程変更をさせていただきました。 

この件については、御協力をいただいたらというふうに思います。 

ですから、午後は１時５分から本会議を開会したいと思いますので、よろし

くお願いをいたします。 

 

議  長  日程第１、報告第１号「損害賠償に係る和解及び損害賠償額の専決処分の報

告について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（大野ふるさと創生課長を指名） 

 

大野課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

以上で、報告第１号「損害賠償に係る和解及び損害賠償額の専決処分の報告

について」を終わります。 
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議  長  日程第２、議案第１号「工事変更請負契約の締結に関する専決処分につい

て」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより、採決します。 

お諮りします。 

議案第１号は、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１号「工事変更請負契約の締結に関する専決処分につい
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て」は、原案のとおり承認をいたしました。 

 

議  長  日程第３、議案第２号「久万高原町公共施設等総合管理基金条例の制定につ

いて」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑をされる方はございませんか。 

 

（大原貴明議員を指名） 

 

大原議員  「久万高原町公共施設等」という形で記載をされておりますけれども、「公

共施設等」となると、結構、いろんな範囲が入ってくると思うんですけれども、

何か具体的に、どういった施設というような取り決めはされておりますでしょ

うか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  公共施設の中には、建物、それから、それ以外のものもございますので、状

況によっては、建物以外についても対応できるということで、あと公共施設、

公共的な施設等いろんなものもございますので、可能な範囲、広く運用ができ

ればということで、「等」をつけてございます。 

今、具体的にという状況ではございません。 

 

議  長  そのほか、質疑される方は。 
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（中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  公共施設等の計画的な整備事業とか、書いておられますが、現実のところは、

公共施設の整備、維持管理についての計画が、具体的には立てられてない状況

での基金設立については、どういうふうな考えでされたのでしょうか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  中野議員の御質問にお答えをいたします。 

公共施設の総合管理計画というのを、２７年度に策定をしてございます。そ

れにつきましては、町の全体的な計画でございまして、本年度から個別計画を

策定に着手をいたしております。それに関連して、３１年度にも予算計上させ

ていただいておりますので、その時期に合わせて、今回、基金条例を制定して、

ここにございますように、計画的なというところの裏づけを、現在、作業を行

っております。 

平成３２年度には、全ての個別計画を策定する予定でございます。 

 

議  長  中野議員、よろしいですか。 

 

（中川武志議員を指名） 

 

中川議員  新たな基金の金額は幾らになるんですか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  中川議員の御質問にお答えをいたします。 

先ほど、条例の説明でも申し上げましたように、愛媛国体準備基金代替バス

購入基金、学校教育施設整備基金を廃止の上、確保いたしまして、平成３０年

度末の見込みで、２億７，３４７万６，０００円を見込んでございます。 
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議  長  よろしいですか。 

 

（岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  「公共施設等」という定義、先ほど説明されましたけれども、地域における

公共施設等とは、一体どのようなものがあるのか、教えていただきたいと思い

ます。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  公共施設でございますので、地域、それから町内全域を問わず、町が管理を

している施設ということで、捉えてはございます。 

 

議  長  （岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  ちょっと抽象的過ぎてわかりにくいんですが、もう少し、地域に公共施設的

なものはあると思いますが、具体的な事例があれば教えていただけませんか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  例えば、地域にございます公共施設といいますと、支所でありますとか、住

民センターですとか、そういったところ。それから、集落単位までおりていき

ますと、集会所については、地元の管理でございますので、この定義からは外

れるのかなというふうに考えてございます。 

あくまでも、直接、地域の建物でありましても、町が所有をしている施設、

及び管理をしている施設。 

この管理には、指定管理も含めて考えてございます。 

 

議  長  （岡部史夫議員を指名） 
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岡部議員  例えば、避難所の扱いはどのようになりますか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  この考え方ですけれども、避難所においても、地域の施設を指定させていた

だいている場合もございますけれども、災害の観点ではなくして、あくまでも

施設の管理の観点から、この定義は運用していきたいというふうに考えてござ

います。 

 

議  長  そのほか、質疑をされる方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより、採決します。 

お諮りします。 

議案第２号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２号「久万高原町公共施設等総合管理基金条例の制定に

ついて」は、原案のとおり可決いたしました。 
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議  長  日程第４、議案第３号「農村集落古味多目的施設の設置及び管理に関する条

例の制定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（篠﨑農業戦略課長を指名） 

 

篠﨑課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  この件に関してというよりは、これも合併以降、言い方が雑かもしれません

が、ほったらかしにされておったというふうな案件ではないかと思いますが、

このような案件は、ほかには存在しておりませんか。 

 

議  長  （篠﨑農業戦略課長を指名） 

 

篠﨑課長  今、思いつく限りのものですけれども、同じ類似の案件ではございませんけ

れども、合併後、そのままというか、合併時のままで見直しかけることなく、

現在に至っているものがあるかもしれません。 

 

議  長  （中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  農政に限らず、いろいろな施設が存在しております。前回の一般質問でも、

合併以降、そのままにしておる、もしくは現状に即してないまま管理されてお

るというふうな案件は、幾つか耳にしておりますが、それの洗い出しをしっか



 

 － 12 －  

りされて、今後にきちっと対応していくという体制が必要であると思いますが、

そういう観点でのことも、前回、財政改革の場でやっていくという答弁をいた

だいておりますが、進めておるという認識がよろしいでしょうか、総務課長。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  中野議員の御質問にお答えをいたします。 

行財政改革は、財政改善実行プランの中で、今、本年度当初予算の編成から

中間期に当たりますので、見直しをしているところでございます。 

その中で、施設につきましても、一つ一つ財政改革の観点の中で作業を行っ

てございますけれども、今、中野議員から御指摘をいただいた合併後の暫定施

行のままの施設という観点では、申しわけございません、まだその観点で見て

ございませんでしたので、今、御指摘いただいた内容のプランの見直しの中で、

しっかりと精査をして、もう一度、全課に確認をして、対応していきたいとい

うふうに思います。 

 

議  長  そのほか、質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑を終わります。 

お諮りします。 

本案につきましては、産業建設常任委員会に付託の上、審査することにした

いと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号は、産業建設常任委員会に付託することに決定をい

たしました。 
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議  長  日程第５、議案第４号から日程第７、議案第６号までの、条例の一部を改正

する条例の制定に関する３件を一括議題にしたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

したがって、議案第４号から議案第６号までの、条例の一部を改正する条例

の制定に関する３件を一括議題にすることに決定をいたしました。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑・討論・採決については、１件ずつ行います。 

議案第４号「久万高原町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  この条例の名前のとおり、自己啓発等休業に関するということですが、条例

の主たる目的、そしてこの条例の利用状況について、教えてください。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  岡部議員の御質問にお答えをいたします。 
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ここでございます自己啓発等というところでございますけれども、これは業

務に影響のない範囲内で、大学等の課程の履修、あるいは国際貢献活動、そう

いったものを幅広く認めるという目的の条例でございます。 

合併後でございますけれども、この条例の適用は、現在のところございませ

ん。 

以上です。 

 

議  長  そのほか、質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより、採決します。 

お諮りします。 

議案第４号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４号「久万高原町職員の自己啓発等休業に関する条例の

一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決いたしました。 

 

議  長  議案第５号「久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支

給条例及び久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
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の一部を改正する条例の制定について」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより、採決します。 

お諮りします。 

議案第５号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第５号「久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並び

に費用弁償支給条例及び久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費

に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決い

たしました。 

 

議  長  議案第６号「久万高原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 
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議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより、採決します。 

お諮りします。 

議案第６号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第６号「久万高原町職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定について」は、原案のとおり可決いたしました。 

 

議  長  日程第８、議案第７号「久万高原町分担金及び負担金賦課徴収条例の一部を

改正する条例の制定について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（釣井環境整備課長を指名） 

 

釣井課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 
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議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより、採決します。 

お諮りします。 

議案第７号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第７号「久万高原町分担金及び負担金賦課徴収条例の一部

を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決いたしました。 

 

議  長  日程第９、議案第８号「久万高原町教職員住宅設置条例の一部を改正する条

例の制定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（辻本教育委員会事務局長を指名） 

 

辻本局長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 
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（大原貴明議員を指名） 

 

大原議員  ただいまの説明の中で、今後、この施設を有効活用できるようにすると御説

明をいただきましたけれども、具体的にどのような考えがおありか、お伺いい

たします。 

 

議  長  （辻本教育委員会事務局長を指名） 

 

辻本局長  大原議員の御質問にお答えいたします。 

この施設につきましては、西谷小学校が閉校してから、地域のほうから貸し

ていただきたいというような要望が、何度かあったというふうなお話を聞いて

おります。 

それで、今後も、そういった要望に応えられるような形にしたいということ

で、施設を処分するというふうなことでございます。 

 

議  長  大原議員、よろしいですか。 

そのほか、質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより、採決します。 

お諮りします。 

議案第８号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 



 

 － 19 －  

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第８号「久万高原町教職員住宅設置条例の一部を改正する

条例の制定について」は、原案のとおり可決いたしました。 

 

議  長  日程第１０、議案第９号「久万高原町凶荒予備奨学金条例の一部を改正する

条例の制定について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（菅林業戦略課長を指名） 

 

菅 課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  この貸与対象者の拡大という部分について、具体的な事例があれば提示をし

てください。 

 

議  長  （菅林業戦略課長を指名） 

 

菅 課長  岡部議員の質問にお答えいたします。 

今までは、既に本籍を有する者ということで、今後、新たに住民となる方、

特にＵターン、Ｉターン等で、これから住民になる方を対象にしたいというふ

うに考えております。 
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以上でございます。 

 

議  長  そのほか、質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑を終わります。 

お諮りします。 

本案件については、産業建設常任委員会に付託の上、審査することにしたい

と思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第９号は、産業建設常任委員会に付託することに決定をい

たしました。 

 

議  長  日程第１１、議案第１０号「久万高原町家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題としま

す。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（中岡保健福祉課長を指名） 

 

中岡課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 
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（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより、採決します。 

お諮りします。 

議案第１０号は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１０号「久万高原町家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のと

おり可決いたしました。 

 

議  長  日程第１２、議案第１１号「久万高原町環境衛生センター条例の一部を改正

する条例の制定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（釣井環境整備課長を指名） 

 

釣井課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 
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質疑される方はございませんか。 

 

（川崎勝弘議員を指名） 

 

川崎議員  今の説明ですと、第４条第６号の説明かと思うんですけれども、今の説明で

すと、７号にも適用するような説明になります。 

私が解釈しておるのは、６号の括弧書きを加えるということではないのでし

ょうか。 

 

議  長  暫時休憩します。                （午前１０時１８分） 

 

（休 憩） 

 

議  長  休憩前に引き続き、会議を開きます。       （午前１０時３５分） 

 

      （釣井環境整備課長を指名） 

 

釣井課長  川崎議員の質問にお答えします。 

      ６号中のカッコ書きにおいて、「次号においても同じ」としているので、７

号においても適用されます。 

 

議  長  そのほか、質疑される方はございませんか。 

 

      （なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 
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議  長  討論なしと認めます。 

これより、採決します。 

お諮りします。 

議案第１１号は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１１号「久万高原町環境衛生センター条例の一部を改正

する条例の制定について」は、原案のとおり可決いたしました。 

 

議  長  日程第１３、議案第１２号「久万高原町林業研修センター条例の一部を改正

する条例の制定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（菅林業戦略課長を指名） 

 

菅課長   議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案件については、産業建設常任委員会に付託の上、審査することにしたい

と思いますが、御異議ございませんか。 
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（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１２号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

いたしました。 

 

議  長  日程第１４、議案第１３号「久万高原町ふるさと村・家族旅行村条例の一部

を改正する条例の制定について」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（大野ふるさと創生課長を指名） 

 

大野課長   議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

  質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案件については、産業建設常任委員会に付託の上、審査することにしたい

と思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１３号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を
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いたしました。 

 

議  長  日程第１５、議案第１４号から、日程第１６、議案第１５号までの条例の一

部を改正する条例の制定に関する２件を一括議題にしたいと思いますが、御異

議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１４号から議案第１５号までの、条例の一部を改正する

条例の制定に関する２件を一括議題にすることに決定をいたしました。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（釣井環境整備課長を指名） 

 

釣井課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑、討論、採決については、１件ずつ行いたいと思います。 

 

議  長  議案第１４号「久万高原町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例

の制定について」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  これは、新しく加えるということですが、今までは納付しなくてよかったと

か、そういうふうに、現状とこれをやってからの差は、どういうことが生まれ

てくるんでしょうか。 
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議  長  （釣井環境整備課長を指名） 

 

釣井課長  中野議員の御質問にお答えします。 

農業集落排水整備事業につきましては、補助事業自体は誕生しております。

新規加入者につきましては、補助事業に準じた形で、加入分担金１５万円を納

付していただいております。 

農業集落排水施設に接続する際の費用につきましても、加入者の負担となっ

ております。 

農業集落排水事業の補助事業をやっていたときと、何ら変わりがありません。 

今回、新たに単独事業をする場合の加入分担金、それから接続の際の費用を、

個人加入者の負担にするということを明確にしたものです。 

以上です。 

 

議  長  （中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  今までの加入者と、これからの加入者に、何かの差が生じますか。 

 

議  長  （釣井環境整備課長を指名） 

 

釣井課長  新規加入者については、全く同じです。 

以上です。 

 

議  長  課長、供用開始後１カ月以内にあったらという情報があったんじゃないか。

それがないわね、供用開始、ないわけです。 

そこのとこがあったんじゃないの。１万５，０００円かしらん、引きよった

ろがい。１カ月以内に、供用開始後つないだ場合は。そこのところがなくなっ

たんじゃないの。 

 

釣井課長 事業自体が実施されていないんで。 
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議  長  それはわからないけどね。 

条例が、それが残っとったら、それをのけただけじゃないの。のけたら一緒

なんやな、１５万じゃけん。 

 

（釣井環境整備課長を指名） 

 

釣井課長  農業集落排水事業の整備事業実施のときには、供用開始から１カ月以内に接

続するということがうたわれておりました。 

整備事業が誕生してしまいまして、新たに今回提案するのは、単独事業とし

て升を設置して、加入するという場合について、今までは補助事業の条例を準

用して実施しておりました。それを単独事業でやる場合のことも明確にするた

めに、同じように１５万円の負担金と、それから加入金、接続費用を加入者が

負担することを条例の中に盛り込みました。 

今までの運用と、何ら変わるものではありません。 

以上です。 

 

議  長  よろしいですか。 

そのほか、質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 



 

 － 28 －  

議案第１４号は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１４号「久万高原町農業集落排水処理施設条例の一部を

改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決いたしました。 

 

議  長  議案第１５号「久万高原町水道法施行条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第１５号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、第１５号「久万高原町水道法施行条例の一部を改正する条例の

制定について」は、原案のとおり可決いたしました。 
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議  長  日程第１７、議案第１６号「久万高原町地域雇用創出推進基金条例等を廃止

する条例の制定について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第１６号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１６号「久万高原町地域雇用創出推進基金条例等を廃止
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する条例の制定について」は、原案のとおり可決いたしました。 

 

議  長  日程第１８、議案第１７号「平成３０年度久万高原町一般会計補正予算(第

５号)」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  議案に基づき歳入・全般説明 

議案に基づき歳出説明 

（１款１項 目） 

（２款１項 目） 

（２款２項 目） 

（２款３項 目） 

（２款４項 目） 

（２款６項 目） 

（３款１項 目） 

（３款２項 目） 

（４款１項 目） 

（４款２項 目） 

（６款１項 目） 

（６款２項 目） 

（７款１項 目） 

（８款１項 目） 

（８款２項 目） 

（８款３項 目） 

（８款４項 目） 

（９款１項 目） 

（１０款１項 目） 

（１０款２項 目） 
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（１０款３項 目） 

（１０款４項 目） 

（１０款５項 目） 

（１０款６項 目） 

（１１款１項 目） 

（１１款２項 目） 

（１２款１項 目） 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

質疑される方ございませんか。 

 

（中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  歳入で、県支出金、かなり減額がございますが、この中でいろいろ事業の進

み方とか、補助金の関係とかで減額の状況もあると思うんですけれども、ただ

単に、県にお金がないから、今回、こらえてくださいというふうな減額の項目

はありますか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  中野議員の御質問にお答えいたします。 

今、中野議員が言われましたように、県の事情で県支出金を減額したという

事例は、この予算説明の中ではございません。 

 

議  長  よろしいですか。 

そのほか。 

 

（中野克仁議員を指名） 
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中野議員  お金がないからおりてこないという理由での減額はないということですが、

事業の進め方で問題があって、減額というのはあったんですか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  中野議員の御質問にお答えいたします。 

それぞれ事業の進め方といいますか、実績に基づいての減額措置ということ

でございます。 

 

議  長  （中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  それは、実績を上げておれば、減額が防げたというふうに捉えてよろしいで

しょうか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  中野議員の御質問にお答えをいたします。 

県の補助事業ですので、いろんな要件等がございます。住民の対象になる方

からは、しっかりとその要望を聞いた上で、補助事業に対応できるものは、財

政的な面からも、極力、県の補助事業を活用したいということで、要望を取り

まとめた結果の実績というところでございます。 

 

議  長  よろしいですか。 

中野議員の本件に関する質疑は、既に３回になりましたが、会議規則第５５

条ただし書きの規定によりまして、特に発言を許します。 

 

（中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  ちょっと説明がわかりにくかったので、また個別にお聞きしたいとは思いよ

るんですけれども。 
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簡単に言うたら、思うとったほどの事業にならずに、補助金申請をしとって、

それがそれほどでなかったので、減ったというふうに捉えたんでよろしいんで

すか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  中野議員の御質問にお答えをいたします。 

それぞれ減額にはなっておりますけれども、恐らく各事業ごと、分野ごとで

個別の理由があろうかと思いますので、今、中野議員が申されたような、一括

りにできるような理由ではないというふうに思います。それぞれの理由があっ

ての減額というところになろうかと思います。 

 

議  長  ええんですか。 

そのほか、質疑される方はございませんか。 

 

（田村昭子議員を指名） 

 

田村議員  今の中野議員の関連になるかもわからないんですが、県支出金の中で、林業

用施設災害復旧県補助金が、１億から上の減額になっておるんですけれども、

この理由は何でしょうか。 

 

議  長  （西森建設課長を指名） 

 

西森課長  田村議員の御質問にお答えいたします。 

３０年災害におきまして、早期復旧を目指しておったんですが、災害査定等

が遅れまして、今、発注しても繰り越しになり、それからその次は、事故繰り

のおそれもありますものですから、発注時期を見直すために、減額させていた

だきました。 

 

議  長  田村議員、よろしいですか。 
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（岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  地域おこし協力隊員の件なんですけれども、現在、町内で活躍されている現

場と人数を教えてください。 

 

議  長  （大野ふるさと創生課長を指名） 

 

大野課長  地域おこし協力隊につきましては、現在、７名おります。７名が働いており

ます場所は、まちなか交流館、Ｂ＆Ｇ海洋センター、それからカルスト牧場、

上浮穴高等学校、観光協会、あと美術館、それと中津です。 

減額をしておりますが、予算上は１２名予定をしておりました。今現在、昨

年途中で任期を終えたものも含めて、３０年度８名おりました。その４名の差

ですが、４名の中で、山岳博物館とさんさんを募集しておりましたが、これに

つきましては、本年４月から赴任ということになっております。 

以上です。 

 

議  長  よろしいですか。 

そのほか、ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑を終わります。 

お諮りします。 

本案については、所管の常任委員会に付託の上、審査することにしたいと思

いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 
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したがって、議案第１７号は、所管の常任委員会に付託することに決定をい

たしました。 

 

議  長  日程第１９、議案第１８号「平成３０年度久万高原町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号）」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（木下住民課長を指名） 

 

木下課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託の上、審査することにした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１８号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をいたしました。 

 

議  長  日程第２０、議案第１９号「平成３０年度久万高原町国民健康保険診療所事

業特別会計補正予算（第１号）」を議題とします。 



 

 － 36 －  

提案理由の説明を求めます。 

 

（和田病院事業等統括事務長を指名） 

 

和田事務長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託の上、審査することにした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１９号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をいたしました。 

 

議  長  日程第２１、議案第２０号「平成３０年度久万高原町介護保険事業特別会計

補正予算（第３号）」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（中岡保健福祉課長を指名） 

 

中岡課長  議案に基づき説明 
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議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託の上、審査することにした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２０号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をいたしました。 

 

議  長  日程第２２、議案第２１号「平成３０年度久万高原町凶荒予備事業特別会計

補正予算(第１号)」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（菅林業戦略課長を指名） 

 

菅 課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

質疑をされる方はございませんか。 
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（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、産業建設常任委員会に付託の上、審査することにしたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２１号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

いたしました。 

 

議  長  日程第２３、議案第２２号「平成３０年度久万高原町分譲宅地造成事業特別

会計補正予算(第１号)」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（大野ふるさと創生課長を指名） 

 

大野課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（田村昭子議員を指名） 

 

田村議員  ３０年度の分譲宅地の動向というものを教えてください。どのくらい、あと

残っているか。 
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議  長  （大野ふるさと創生課長を指名） 

 

大野課長  田村議員の質問にお答えいたします。 

分譲宅地につきましては、全部で２２区画ございます。現在までに、１６区

画販売が終了しまして、残り６区画となっている状況でございます。 

以上です。 

 

議  長  よろしいですか。 

 

（田村昭子議員を指名） 

 

田村議員  ３０年度の動きはありましたでしょうか。 

 

議  長  （大野ふるさと創生課長を指名） 

 

大野課長  田村議員の質問にお答えいたします。 

３０年度につきましても、数件販売しておりますが、売り払い、登記移転が

終わったものにつきましては、２区画でございます。 

 

議  長  よろしいですか。 

そのほか、ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑を終わります。 

お諮りします。 

本案については、産業建設常任委員会に付託の上、審査することにしたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 



 

 － 40 －  

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２２号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

いたしました。 

 

議  長  日程第２４、議案第２３号「平成３０年度久万高原町立病院事業会計補正予

算（第２号）」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（和田病院事業等統括事務長を指名） 

 

和田事務長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託の上、審査することにした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２３号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をいたしました。 
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議  長  日程第２５、議案第２４号「平成３０年度久万高原町立老人保健施設事業会

計補正予算(第２号)」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（和田病院事業等統括事務長を指名） 

 

和田事務長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託の上、審査することにした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２４号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をいたしました。 

ここで、昼食のため、休憩にしたいと思います。 

なお、午後は１時からでありますが、５分間だけ教育委員会からのタブレッ

トの研修を行いたいと思います。 

本会議は、１時５分から開始をしたいと思いますので、よろしくお願いをい

たします。 

それでは、暫時休憩をいたします。        （午前１１時４９分） 
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（休 憩） 

 

議  長  休憩前に引き続きまして、会議を開きたいと思います。 

                        （午後 １時０６分） 

 

議  長  日程第２６、議案第２５号「平成３１年度久万高原町一般会計予算」を議題

とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  議案第２５号「平成３１年度久万高原町一般会計予算」。 

平成３１年度久万高原町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９３億５，１２６万９，

０００円と定める。 

２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳

出予算による。 

第２条、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担する行為をするこ

とができる事項、期間及び限度額は、第２表債務負担行為による。 

第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方

債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第３表地方債

による。 

第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の

最高額は１０億円と定める。 

第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員

手当等、及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の間の流用とする。 

平成３１年３月７日提出 久万高原町長。 
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次ページをお願いいたします。 

第１表、歳入歳出予算。 

歳入。１款１項徴税費、２億５，５０２万１，０００円、２項固定資産税、

５億６００万５，０００円、３項軽自動車税、３，２６９万５，０００円、４

項町たばこ税、３，８６４万円、５項特別土地保有税１，０００円、６項入湯

税、７５万円。 

２款１項地方揮発油譲与税、２，２５０万円。２項自動車重量譲与税、５，

０００万円。 

３款１項利子割交付金、１００万円。 

４款１項配当割交付金、２００万円。 

５款１項株式等譲渡所得割交付金、２００万円。 

６款１項地方消費税交付金、１億５，９００万円。 

７款１項ゴルフ場利用税交付金、１，５００万円。 

次ページをお願いします。 

８款１項自動車取得税交付金、１，３００万円。 

９款１項地方特例交付金、１２０万円。 

１０款１項地方交付税、４２億９，０００万円。 

１１款１項交通安全対策特別交付金、１４０万円。 

１２款１項分担金、３４１万５，０００円、２項負担金、６，２９１万２，

０００円。 

１３款１項使用料、１億１，５２６万２，０００円、２項手数料、３，７７

３万５，０００円。 

１４款１項国庫負担金、３億３，３０９万８，０００円、２項国庫補助金、

３億３５５万１，０００円、３項委託金、２１７万６，０００円。 

１５款１項県負担金、１億９，５７１万１，０００円。 

次ページ。 

２項県補助金、３億７，２３０万１，０００円、３項委託金、４，１２８万

８，０００円。 

１６款１項財産運用収入、３，２８４万４，０００円、２項財産売払収入、

７８９万３，０００円。 
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１７款１項寄附金、５６４万円。 

１８款１項特別会計繰入金、３３９万１，０００円、２項基金繰入金、９億

３０２万３，０００円。 

１９款１項繰越金、１億円。 

２０款１項延滞金加算金及び科料、６万２，０００円、２項町預金利子、５

０万円、３項貸付金元利収入、８８９万４，０００円、４項雑入、９，１３４

万１，０００円、５項受託収入、８１２万円。 

２１款１項町債、１３億３，１９０万円。 

歳入合計、９３億５，１２６万９，０００円。 

次ページをお願いします。 

歳出です。 

１款１項議会費、７，２３６万５，０００円。 

２款１項総務管理費、１５億７，２９３万円、２項徴税費、７，２０５万４，

０００円、３項戸籍住民基本台帳費、４，６９６万１，０００円、４項選挙費、

２，４９９万円、５項統計調査費、３７６万１，０００円、６項監査委員費、

１３２万２，０００円。 

３款１項社会福祉費、１５億２，２５９万４，０００円、２項児童福祉費、

２億３，４６１万３，０００円、３項災害救助費、４０万円。 

４款１項保健衛生費、７億９，５８８万９，０００円、２項清掃費、４億２，

６１８万６，０００円。 

６款１項農業費、４億４，３６２万２，０００円、２項林業費、４億１，７

６４万６，０００円。 

７款１項商工費、２億１，８１９万３，０００円。 

８款１項土木管理費、４，８４７万円、２項道路橋梁費１億５，９４５万４，

０００円、３項河川費、８０９万円、４項都市計画費、２億６，６６２万１，

０００円、５項住宅費、７，７６７万円。 

９款１項消防費、７億８，８５４万円。 

１０款１項教育総務費、３億１，８７０万８，０００円、２項小学校費、１

億２，７９６万７，０００円。３項中学校費、７，２７１万３，０００円、４

項幼稚園費、１億２，９０６万３，０００円、５項社会教育費、１億６，２８
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５万５，０００円、６項保健体育費、１億３，９３５万５，０００円。 

１１款１項農林水産施設災害復旧費、１億６，８９１万円、２項公共土木施

設災害復旧費、１億１，７３０万円。 

１２款公債費、次のページお願いします。 

１項公債費、９億２，００２万７，０００円。 

１４款１項予備費、１，０００万円。 

歳出合計、９３億５，１２６万９，０００円となります。 

７ページをお願いいたします。 

第２表債務負担行為。まず、事項ですが、公共施設マネジメントシステム個

別計画策定支援業務。期間は平成３１年度から３２年度まで。限度額は、４９

５万８，０００円です。 

第３表地方債。 

起債の目的。 

１．合併特例債、限度額５億７，７７０万円。 

２．過疎対策事業債、２億１，６５０万円。 

３．辺地対策事業債、３，１９０万円。 

４．緊急防災減災事業債、２億７，３００万円。 

５．臨時財政対策債、１億５，０００万円。 

６．災害復旧事業債、８，２８０万円。 

合計、１３億３，１９０万円です。 

起債の方法、利率、償還の方法は、お目通しください。 

それでは、内容につきましては、議案概要書で説明をいたします。 

議案概要書の２５ページをお願いいたします。 

歳出、歳入の順番で御説明をいたしますが、本来でありますと、全て読み上

げるところですけれども、主なものについてのみの説明とさせていただきます。 

歳出ですが、１款１項１目議会費、７，２３６万５，０００円です。 

２款１項１目一般管理費、６億４８７万６，０００円。 

２款１項２目文書広報費、４９２万７，０００円。 

２款１項３目財政管理費、１，８２８万１，０００円。主なものとしては、

一番下、財政調整基金等の基金を１，２００万４，０００円、積み立てをいた
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します。 

２款１項４目会計管理費、２３万４，０００円。 

２款１項５目財産管理費、４，９１８万２，０００円。 

２款１項６目企画費、４億１，７２０万円。 

次ページをお願いいたします。 

次ページの上から３つ目、情報通信基盤整備事業補助金を４億円、計上をい

たします。 

２款１項７目面河支所費、２８９万３，０００円。 

２款１項８目美川支所費、７１６万７，０００円。 

同じく９目柳谷支所費、４，６５２万８，０００円。 

２つ目、旧柳谷支所の解体工事として４，３００万円を計上いたします。 

１０目自治振興費、９，２１５万９，０００円。主なものは、上から３つ目、

集落支援事業に要する費用として、１，４４９万１，０００円。一つ飛ばしま

して、地域おこし協力隊員に要する費用として、４，６５３万３，０００円を

計上いたします。 

１１目電算処理費、３，６０５万３，０００円。 

１２目交通安全対策費、８７９万円。下の段ですが、交通安全推進協議会へ

の負担金、５３０万円が主なものです。 

１３目防犯対策費、７４６万円。久万高原地区防犯協会への負担金、６９９

万円を計上いたしております。 

１４目生活路線バス費、５，２１０万８，０００円。地域交通協議会や、柳

谷代替バス、久万落出代替バス運行及び面河地区における空白地輸送運送事業

に要する費用として、３，２０６万１，０００円計上いたしております。 

２７ページをお願いします。 

一番上段ですが、生活路線バス維持確保のための伊予鉄南予バスへの補助金、

１，９０４万４，０００円計上をいたしております。 

１５目会館費、３，３０４万円。下段ですが、町民館改修工事の設計委託料

１，１０７万６，０００円を計上いたしております。 

１６目情報通信費、７，２７２万２，０００円。 

１７目美術館費、３，８６８万５，０００円。自主企画展「空間に線を引く
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彫刻とデッサン」の開催に要する費用、６８３万３，０００円 

１８目山岳博物館費、２，５５７万８，０００円。 

１９目天体観測館費、２，０６５万１，０００円。 

２０目定住促進費、２，７０５万５，０００円。下から２つ目、移住促進に

係る住環境整備支援事業補助金、１，４８０万円。 

次のページお願いします。 

２１目情報通信基盤事業促進費、７０７万２，０００円。本年度新たに目を

新設をいたしました。 

一つ飛ばしまして、２項１目税務総務費、５，２３３万円。 

２目賦課徴収費、１，９７２万４，０００円。 

上から２つ目ですが、平成３３年度の評価がえに係る鑑定評価業務の委託料、

７４３万１，０００円。 

３項１目戸籍住民基本台帳費、４，６９６万１，０００円。 

４項３目参議院議員通常選挙費、１，５７２万５，０００円。 

４目愛媛県議会議員選挙費、８８０万円。 

それから、２９ページをお願いいたします。 

３款１項１目社会福祉総務費、３億３５３万５，０００円。主なものは、上

から２つ目、民生児童委員の活動費、１，０８４万９，０００円。福祉バス運

行業務委託料、５９７万７，０００円、社会福祉協議会の事務局や、専門員に

要する費用、補助金として８，０１１万２，０００円。国民健康保険事業特別

会計繰出金、９，７５０万１，０００円。 

２目高齢者福祉費、７億１，９４３万２，０００円。おもご高齢者生活支援

ハウス管理に要する経費、１，０８３万７，０００円、高齢者緊急通報体制整

備事業、配食サービス事業等に、１，４５９万円。後期高齢者医療給付費負担

金、１億９，６１１万７，０００円、後期高齢者医療健康診査費負担金、７３

６万５，０００円、町外の老人ホームへの老人保護措置費負担金３，３６０万

円、特別養護老人ホーム久万の里の償還金負担金１，６１５万５，０００円、

敬老事業や老人クラブ育成事業への補助金、５５４万円。 

３つ飛ばしまして、後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金７，５００万円。 

介護保険事業特別会計繰出金２億９，２３５万６，０００円。老人保健施設
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事業会計繰出金５，３７６万６，０００円。 

３目障害者福祉費、３億６，４５１万円。一番上、人工透析患者等の移動支

援に要する経費、１，０１６万２，０００円。一つ飛ばしまして、人工透析等

の障害者自立支援医療費を、６５７万２，０００円。 

下から３つ目、重度心身障害者医療費助成金を、５，１６０万円。障害者福

祉サービス給付費を、２億７，３３３万６，０００円。 

次ページ、お願いします。 

５目の隣保館費、６７４万６，０００円。 

７目のささゆり荘総務費、８，９４７万５，０００円。 

８目ささゆり荘施設費、３，６８９万９，０００円。 

２項１目児童福祉総務費、３，０６７万９，０００円です。一番下、子供医

療費を、２，１４８万円です。 

２項２目児童措置費７，０６２万円。 

３目母子父子福祉費、５４４万２，０００円。 

４目児童福祉施設費、１億２，７８７万２，０００円。 

上から２つ目、放課後児童健全育成事業業務委託料、１，１５０万１，００

０円、地域子育て支援センター拠点事業業務委託料、１，３２８万７，０００

円、久万こども園施設型給付費負担金、９，２７４万円。 

次ページをお願いします。 

４款１項１目保健衛生総務費、６億７５９万７，０００円です。母子保健事

業に要する経費１，０１８万円、上浮穴郡救急医療在宅当番医制度業務委託料

で、７６８万８，０００円、簡易水道事業特別会計３億４，９２８万５，００

０円、浄化槽事業特別会計繰出金２，４３５万円、国民健康保険診療所事業特

別会計繰出金１，８８３万６，０００円、病院事業会計繰出金１億９，２４７

万２，０００円。 

２目予防費、３，２１６万１，０００円。 

３目環境衛生費、５，４５１万１，０００円。 

４目保健事業費、９，８７４万５，０００円。 

３つ目、住民健診に要する費用２，２８８万円。 

４款２項１目清掃総務費、５，３６９万４，０００円。 
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２目塵芥処理費、８，０６０万２，０００円。下から２つ目、可燃ごみ、粗

大ごみの処分業務委託料６，０４３万円、不燃物の処理業務委託料５４４万４，

０００円。 

次ページです。 

３目し尿処理費、４，８５３万６，０００円です。 

４目資源ごみ収集処理費、１，７８５万４，０００円。 

５目環境衛生センター整備事業費、２億２，５５０万円。主なものは、ごみ

焼却施設解体撤去工事、２億２，０００万円。 

６款１項１目農業委員会費、２，０８６万４，０００円。 

２目農業総務費、４，７１２万６，０００円。 

３目農業振興費、１億７，６２５万１，０００円。上から３つ目、社団法人

久万高原農業公社負担金、２，１４８万円。中山間地域等直接支払交付金４，

９１１万８，０００円。産地の育成強化を目的に、農産物産地化支援事業補助

金７００万円。 

３つ飛ばしまして、久万農業公園研修生研修補助金１，４７６万円。一つ飛

ばして、農業公園研修修了者が新規就労の際、農業機械、施設の整備に要する

費用として、農業機械施設整備補助金２，０００万円、国補助事業を活用して、

農業経営の安定と生産力の確保を目的に、経営所得安定対策事業補助金６２２

万円。上から２つ目、国補助事業を活用して、就農初期段階の青年就農者に対

して、農業次世代人材投資事業補助金を２，１００万円。一つ飛ばして、国補

助事業を活用して、農村環境保全向上活動支援事業交付金９５０万４，０００

円。 

４目畜産費、１，７５０万３，０００円。 

５目農地費１億７，５１９万９，０００円。３つ目ですが、槇の川水路ほか

２カ所の測量設計委託料７００万円。３つ飛ばしまして、県営農地整備事業負

担金７６５万円、農業集落排水事業特別会計繰出金１億２，７１６万２，００

０円。 

６目ですが、地域資源活用総合交流促進施設事業費６６８万２，０００円。 

２項１目林業総務費、５，５６８万９，０００円。 

２目林業振興費、２億１，７２８万８，０００円。 
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次ページ、上から２つ目ですが、国補助事業を活用して、林業成長産業化地

域創出モデル事業業務委託料、１，０００万円、県補助事業を活用して、林業

技術者の育成や、高性能林業機械レンタル助成事業等に対して、森林整備担い

手確保育成対策事業補助金、３，６７４万４，０００円、イノシシやサル、シ

カ等の有害鳥獣捕獲事業や、捕獲隊等育成事業、箱わな整備等の補助金、８８

６万９，０００円。木造住宅支援事業補助金、７００万円、国補助事業を活用

して、自伐林家が行う間伐や、林内作業道開設等の森林整備、原木流通支援に

対して、美しい森づくり基盤整備交付金事業補助金、９，１８３万２，０００

円、個人林家等の林業機械導入に対する林業経営支援補助金、１，５００万円、

再造林下刈り事業補助金８５６万７，０００円、県補助事業を活用して、森林

組合等が行う施業集約化促進や、集約化に向けた条件整備に対して、森林整備

地域活動支援交付金、２，６７５万円。 

３目林業土木費、１億３，８５１万９，０００円。２つ目、林道路面整備や、

崩土除去に要する費用５００万円、未登記林道の測量設計業務委託料、１，５

００万円、国庫補助事業を活用して、林道城山線外１路線の開設工事、６，０

００万円、県補助事業を活用して、林道菊ヶ森線の改良工事、８００万円。一

つ飛ばしまして、草刈りや側溝の管理等の林道維持管理補助金を１，３３６万

５，０００円、県営森林基幹道、長崎明神山線開設工事負担金、１，５００万

円。４目町有林事業、６１５万円。 

７款１項１目商工総務費、１億５８２万８，０００円。一つ飛ばして、まち

なか交流館の運営経費、９７８万９，０００円。商工会振興事業費補助金、６

００万円。 

次ページをお願いします。 

２つ目、産業振興支援事業補助金、６００万円。一つ飛ばして、中小企業振

興資金融資制度に基づき、中小企業振興資金預託金を７００万円。 

２目観光費、１億１，２３６万５，０００円。中どころですけれども、納涼

まつりやふるさとまつり、産業まつりのイベント業務委託料９４０万円、ふる

さと旅行村やおもごふるさとの駅等の観光施設の指定管理料、５６０万円。一

つ飛ばして、国補助金を財源として、株式会社ソラヤマいしづち運営費負担金

１，０００万円。一つ飛ばして、国庫補助金を財源として、ソラヤマいしづち
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地域整備費整備補助事業補助金、２，０００万円でございます。 

続いて、８款１項１目土木総務費、４，８４７万円。２つ目、町道測量登記

事業等の業務委託料、１，０００万円。道路台帳補正業務、８０３万円。 

次のページです。 

国補助事業を活用して、木造住宅の耐震診断や改修設計、改修工事等に要す

る補助金、５６４万円。 

２項１目道路橋梁総務費、２，５０５万２，０００円。 

２目道路維持費、３，６６０万円。２つ目、町道の路面整備等作業業務の委

託料８００万円。 

３目道路新設改良費、６，７７０万２，０００円。国補助事業を活用して、

町道大坊公園線、及び町道市口線改良工事４，０００万円、県営道路改良事業

負担金を２，７７０万２，０００円。 

４目橋梁維持費、３，０１０万円。国補助事業を活用して、橋梁点検の業務

委託料、１，６００万円。国補助事業を活用して、橋梁長寿命化修繕計画策定

業務委託料、１，４００万円。 

３項１目河川総務費、８０９万円。 

４項１目都市計画総務費、２億６，６６２万１，０００円。国補助事業を活

用して、久万公園整備工事や、町道大坊線ほか１路線の改良工事、久万美術館

管理道舗装工事、９，０２５万円、公共下水道事業特別会計繰出金、１億７，

４８８万５，０００円。 

５項１目住宅管理費、７，７６７万円。一番下、国補助事業を活用して、落

出団地改修補修工事、４，５００万円。 

次ページをお願いします。 

９款１項１目常備消防費、３億５９４万４，０００円。 

２目非常備消防費、５，９７５万９，０００円。 

３目消防施設費、６０４万１，０００円。 

４目災害対策費、４億１，６７９万６，０００円。２つ目、防災情報伝達シ

ステム整備工事に３億８，０５０万円。 

１０款１項２目事務局費、３億７９８万１，０００円。３つ目ですが、上浮

穴高等学校寮建築工事、２億円。上浮穴高等学校振興対策協議会へ、遠距離通



 

 － 52 －  

学や町ふるさと奨学金、海外林業研修費等の補助金、２，３５７万５，０００

円。 

３目海外青年招致事業費、９１４万３，０００円。 

２項１目小学校管理費、６，１５７万７，０００円。 

次ページをお願いします。 

２目小学校教育振興費、６，６３９万円。３つ目です。教育用コンピュータ

ーの保守管理や、学習用タブレット等のリース料３，７７９万１，０００円。 

３項１目中学校管理費、１，９５３万４，０００円。 

２目中学校教育振興費、４，３１９万９，０００円。教育用コンピューター

の保守管理や、学習用タブレット等のリース料、９９３万７，０００円。久万

中学校区、美川中学校区の代替バス借上料７８６万３，０００円。遠距離通学

補助金８２９万円。 

３目寄宿舎費、９９８万円。 

４項１目幼稚園費、１億２，９０６万３，０００円。 

５項１目社会教育総務費、７，５９９万６，０００円。 

５項２目公民館費、３，４８２万３，０００円。公民館町支出の報酬や費用

弁償、８８３万２，０００円。 

次ページをお願いします。 

２つ目、公民館２７分館の指定管理料、１，４２５万６，０００円。 

３目図書館費、３，０３１万円。 

４目文化財保護費、２，１７２万６，０００円。２つ目、国補助事業を活用

して、上黒岩岩陰遺跡整備基本計画の策定や、世界文化遺産登録を目指して、

大寶寺から岩屋寺間の遍路道地形図作成等に要する経費、１，７０６万円。 

６項１目保健体育総務費、１，５３３万１，０００円。２つ目、園児、児童、

生徒や、教職員の健康診断等学校保健に要する費用、７１３万４，０００円。 

２目体育施設費、２，８１０万３，０００円。 

３目学校給食費、９，５９２万１，０００円。久万学校給食センターの管理

運営費、５，７６３万円。美川給食センターの管理運営費、３，２４２万８，

０００円。 

次ページをお願いします。 
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１１款１項２目林業用施設災害復旧費、１億６，６４１万円。平成３０年７

月豪雨による林道向山線の災害復旧工事として、１億２，０８１万円。平成３

０年度台風２４号による林道トロメキ稲村線ほか３路線の災害復旧工事、４，

３１０万円。 

２項１目公共土木施設災害復旧費、１億１，７３０万円。平成３０年７月豪

雨による宮の脇川ほか８河川、及び町道仲組永子線の災害復旧工事、９，２０

０万円。平成３０年台風２４号による風呂川ほか３河川及び町道由良野線の災

害復旧工事、２，２８０万円。 

１２款１項１目元金、８億４，８３２万６，０００円。 

１２款１項２目利子、５，３７０万１，０００円。 

次ページをお願いいたします。 

続いて、歳入の主なものを御説明いたします。 

１款徴税、８億３，３１１万２，０００円。町民税、２億５，５０２万１，

０００円、固定資産税、５億６００万５，０００円、軽自動車税、３，２６９

万５，０００円、町たばこ税３，８６４万円。 

１０款地方交付税、４２億９，０００万円。 

１２款分担金及び負担金、６，６３２万７，０００円。２つ目、老人保護措

置費や配食サービス事業費等の高齢者福祉費負担金、３，４５１万１，０００

円。一般廃棄物処理施設の撤去に関する内子町の負担金、２，８１６万９，０

００円。 

１３款使用料及び手数料、１億５，２９９万７，０００円。美術館や山岳博

物館、天体観測館の入館料、５１６万円。２つ飛ばしまして、四国カルスト牧

場放牧預託料６００万円。２つ飛ばして、町営住宅使用料、８，９６４万７，

０００円。２つ飛ばして、税務や、住民戸籍に関する証明や、交付等の手数料

７４６万８，０００円。し尿処理手数料１，５００万２，０００円、指定ごみ

袋販売手数料１，４４８万円。 

１４款国庫支出金、６億３，８８２万５，０００円。国民健康保険基盤安定

事業国庫負担金、１，１０６万２，０００円。低所得者介護保険料軽減国庫負

担金、６３５万６，０００円。障害者介護給付費負担金や、障害者医療費負担

金等の障害者福祉費国庫負担金、１億４，２６７万９，０００円。児童手当に
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係る児童措置費国庫負担金、４，８３４万円。 

次ページお願いします。 

久万こども園等の運営に係る児童福祉施設費国庫負担金、４，７９４万７，

０００円。平成３０年７月豪雨及び台風２４号災害復旧に係る公共土木施設災

害復旧費国庫負担金、６，７５７万１，０００円。地方創生推進交付金、１，

９０７万２，０００円。一つ飛ばして、子ども・子育て支援交付金１，０５５

万３，０００円。２つ飛ばして、ごみ焼却施設解体撤去工事に伴う循環型社会

形成推進交付金、７，３３０万円。森林の除間伐や作業道開設等、森林整備の

ための美しい森づくり基盤整備交付金、６，９１４万８，０００円。民間木造

住宅や、落出団地の耐震改修工事や、町道改良、町道橋梁点検等に社会資本整

備総合交付金事業国庫補助金、７，３９８万円。久万公園整備工事や、町道改

良工事等に、都市再生整備計画事業費国補助金、３，６１０万円。一つ飛ばし

て、埋蔵文化財調査事業費国庫補助金、８５３万４，０００円。 

１５款県支出金、６億９３０万円、国民健康保険基盤安定事業県負担金や後

期高齢者医療保険基盤安定事業県負担金、９，０５５万６，０００円。一つ飛

ばして、障害者介護給付費負担金や、障害者医療費負担金の障害者福祉費県負

担金。７，１４５万６，０００円。児童手当に係る児童措置費県負担金１，１

１４万円、久万こども園等の運営に係る児童福祉施設費県負担金、１，９２７

万８，０００円。新ふるさとづくり総合支援事業県補助金、５６２万９，００

０円。環境衛生センター等の費用に充てるため、電源立地地域対策交付金、２，

０５２万円。 

次ページをお願いします。 

民生児童委員活動実施費用弁償や、地域自殺対策事業費補助金等の社会福祉

総務費県補助金、５１２万２，０００円、重度心身障害者医療費や、地域生活

支援事業費等の障害者福祉費県補助金、１，９４９万６，０００円。 

２つ飛ばして、子ども・子育て支援事業費補助金等の児童福祉費県補助金、

１，１８０万７，０００円。 

一つ飛ばしまして、新規就農総合支援事業県補助金、２，１０６万円。中山

間地域等直接支払県交付金、３，６８３万８，０００円。経営所得安定対策事

業費県補助金、５３０万円。農村環境保全向上活動支援事業費県補助金、７２
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８万７，０００円。 

３つ飛ばしまして、森林整備担い手確保育成対策事業県補助金、１，８４７

万２，０００円、森林整備地域活動支援交付金県補助金、２，２０６万２，０

００円。一つ飛ばしまして、林業成長産業化地域創出モデル事業県補助金１，

０００万円。林道開設改良等事業に、林業土木費県補助金、３，４００万円。 

２つ飛ばしまして、上浮穴高等学校寮整備に、公共施設木材利用推進事業県

補助金を８００万円。平成３０年７月豪雨及び台風２４号災害復旧に係る林道

用施設災害復旧費県補助金、１億７１２万８，０００円。 

一つ飛ばしまして、参議院議員通常選挙委託金、１，５７２万５，０００円。

愛媛県議会議員選挙県委託金、８８０万円。一つ飛ばして、県税収納事務委託

金、９２７万３，０００円。 

１６款財産収入ですが、４，０７３万７，０００円です。土地や建物等の町

有財産の貸付収入、２，１５５万２，０００円。基金の利子や株式の配当金、

１，１２９万２，０００円、町有林の間伐収入等、７８４万３，０００円。 

４４ページです。 

１７款寄附金、５６４万円。 

１８款繰入金、９億６４１万４，０００円。上から２つ目、財政調整基金繰

入金、４億６，４００万円。まちづくり地域振興基金繰入金、６，６７０万円、

環境保全基金繰入金、１億２，４００万円。農林業担い手育成確保対策事業地

域振興基金繰入金、３，６８８万円。肉用牛産地強化支援事業基金繰入金、５

７６万円。 

一番下ですが、防災減債基金繰入金、１億９，５２９万円。 

１９款繰越金は、１億円です。 

２０款諸収入、１億８９１万７，０００円。中小企業保障預託金収入７００

万円、学校給食費収入３，０３０万８，０００円。古味岩川線及び久万落出線

代替バスの旅客運賃収入、６９１万２，０００円、市町交付金基金交付金１，

１１７万円、重度心身障害者高額医療費払戻金１，０８０万円。 

一つ飛びまして、市町振興協会や、愛媛農林漁業振興機構等からの財団等助

成金、１，５１６万円。一番下、後期高齢者医療広域連合受託事業収入、７６

５万７，０００円。 
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２１款町債ですが、１３億３，１９０万円。情報通信基盤整備や、県営道路

事業負担金、都市再生整備事業、都市再生整備計画事業、上浮穴高等学校の寮

の建設事業に、合併特例債を５億７，７７０万円。 

町道整備事業に、過疎債を１，５６０万円、林道開設改良事業に、過疎債を

１，７６０万円。 

次ページをお願いします。 

基幹農道整備事業負担金に対して、過疎債を７１０万円。２つ飛びますが、

病院事業会計が行う医療機器整備事業や、老人保健施設が行う厨房設備整備事

業の繰出金に、過疎債を３，７８０万円。自治会活動助成や、子ども医療費助

成、生活通学交通対策、上浮穴高校振興対策事業等のソフト事業に過疎債を、

１億３，２４０万円。林道開設事業や、県営事業開設事業負担金、道路改良事

業に、辺地対策事業債を３，１９０万円。防災減災伝達システム整備事業に対

して、緊急防災減災事業債を２億７，３００万円。国の地方財政対策の動向を

踏まえまして、臨時財政対策債を１億５，０００万円。平成３０年７月豪雨及

び台風２４号災害復旧事業に対して、補助災害復旧事業債を８，２８０万円、

計上いたしております。 

なお、２款から１１款、１０款は除きますけれども、この間の地方譲与税や

各種交付金は、前年度の実績等を考慮して、総額２億６，７１０万円を計上を

いたしております。 

以上で、説明を終わります。 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

議案概要書をお出しください。 

議案概要書で、ページを追って、款ごとの質疑を行います。 

まず、歳入から行います。 

歳入について、議案概要書４１ページをおあけください。 

４１ページ上段、１款徴税から入ります。 

徴税について、質疑をされる方はおいでませんか。 
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（なしの声） 

 

議  長  １０款地方交付税。 

 

（なしの声） 

 

議  長  １２款分担金及び負担金。 

 

（なしの声） 

 

議  長  １３款使用料及び手数料。 

 

（なしの声） 

 

議  長  １４款国庫支出金。 

 

（なしの声） 

 

議  長  ４２ページ。 

１５款県支出金。 

 

（なしの声） 

 

議  長  ４３ページ。 

１６款財産収入。 

 

（なしの声） 

 

議  長  ４４ページ。 

１７款寄附金。 
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（なしの声） 

 

議  長  １８款繰入金。 

 

（岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  防災減債基金の繰入金が、どういった事業の範囲まで活用できるのかお聞き

したいのと、残高もお示しいただきたいと思います。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  岡部議員の御質問にお答えをいたします。 

防災減債基金を設置する際にも、御説明させていただきましたけれども、現

在、予定しております事業は、防災行政無線の整備ですね。それから、防災行

政無線の屋内個別受信機の整備、それから面河支所、それから柳谷支所の耐震

と、それから解体に係る部分、それから町民館の耐震、それらを想定をいたし

ております。 

現在の基金の残高でございますが、３０年度末現在の見込みで、６億８，８

７６万３，０００円でございます。 

 

議  長  １９款繰越金。 

 

（なしの声） 

 

議  長  ２０款諸収入。 

 

（なしの声） 

 

議  長  ２１款町債。 
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４５ページにわたりますが、ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  歳入を終わります。 

続いて、歳出。２５ページをおあけください。 

１款議会費。 

それぞれ款でいきますから。 

 

（なしの声） 

 

議  長  ２５ページ、２款。 

 

（中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  ２款１項３目、ここにも２つ、業務委託料、それから１項６目にも、また業

務委託料、それから４つですかね、６目で。これは、前にも指摘はしておるん

ですけれども、どうしても職員ではできない業務なんでしょうか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  中野議員の御質問にお答えいたします。 

この業務委託につきましては、予算の審議のたびに御指摘をいただいており

ますし、本年度も当初予算の編成の段階で、業務委託料については、職員でで

きる部分は極力職員でやる、そういったところの観点から、精査をしておりま

す。 

今回、総務課の分につきましても、どうしても専門的な知識が必要な分野、

あるいは技術的なところ、それから委託をすることによって、業務が効率よく

進む部分、そういったところをしっかりと検討をして、その上で今回も計上を

させていただいております。 
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議  長  （中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  私が特に思うのは、１項３目の公共施設個別計画マネジメントシステム構築

業務委託料というふうなことを書いておりますけれども、これは、前から言っ

ております、公共施設のこれからの管理について、計画を立てると言われてお

りましたが、それに関連するものではないかと思うんですけれども、その認識

でよろしいですか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  中野議員の御質問にお答えします。 

個別計画策定のための費用でございます。 

 

議  長  （中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  数年前にやったときも、コンサルを使って、軽いのをつくりましたが、あの

ときも結構、５００万ぐらい使って、また、再度計画を、今回、練り直さんと

いかんような事態にしかならなかった実績があるんですが、マネジメントシス

テムまでつくらんといかんですかね。この建物に対して、この施設に関して、

どうするというのは、町のほうできちっとしたものをつくったので、システム

が必要なんでしょうか、どうですか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  中野議員の御質問にお答えします。 

個別計画の策定、その後のマネジメントというところがございますので、今

回、各施設ごと個別でつくった後の、その後のマネジメントをしていく上で、

システム化をして、複数年個別的に見るというところと、各施設を輪切りにし

て、年度ごとで見ていくとか、そういったさまざまな分析、あるいは今後の活
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用といったところで、これはシステム化をすることのほうが効率化が図れると

いうふうに考えております。 

 

議  長  中野議員の本件に関する質疑は既に３回になりましたが、会議規則第５５条

ただし書きの規定によりまして、特に発言を許します。 

 

中野議員  意識の違いかもしれませんけれど、もうこの時期になって、数年にわたって

とか、何とかいうふうな悠長なことを言いよったら、いかん施設もあると思う

んですよ。さっさと残す、残さない、売る、のける、そのことだけ決めて、そ

れに基づいて、毎年の予算を決める方向によってやったらいいだけであって、

一々システムなんかにぶち込んで、やりよる間はないんじゃないですかね。 

そういうふうな観点で、本当にこのお金が要るかどうか、本当に精査されて

おるかどうか、僕はすごく不審に思うんですが。 

もう４回目になっとるし、時間もあれですので、これの件については、来週

の総務のほうの常任委員会でも、きちっと突き詰めて議論していただきたいと

思います。 

それで質問を終わります。 

 

議  長  そのほか、ありませんか。 

 

（大原貴明議員を指名） 

 

大原議員  ２款１項１０目自治振興費の中の地域おこし協力隊員に関する費用について、

お尋ねします。 

来年度、めでたくと申しましょうか、１名満期で退任される方がいらっしゃ

ると思いますけれども、来年度に向けて、新規に採用されるであったりとか、

今後、来年度に向けて地域おこし協力隊員の採用計画、あるいはどこでやると

か、そういう計画がありましたら、本日お答えいただいてもいいですし、あし

た委員会に提出でもいいんですけれども、お答えいただきたいと思います。 
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議  長  （大野ふるさと創生課長を指名） 

 

大野課長  大原議員の質問にお答えいたします。 

来年度におきましては、１３名の地域おこし協力隊員に、本町で活躍をいた

だく予定です。現在、７名がおりますが、来年度、新たに６名を募集をしてお

ります。内訳としましては、町立病院の関係が２名、それと天空の郷さんさん

が１名、山岳博物館１名、観光協会１名、アグリピアが１名ということです。 

この中で、山岳博物館とさんさんにつきましては内定いたしまして、４月か

ら早速来ていただく予定となっております。 

以上です。 

 

議  長  （大原貴明議員を指名） 

 

大原議員  さんさん、博物館、アグリピア等、観光施設あたりは、よくわかるんですけ

れども、病院２名というのは、どのような目的で採用されるおつもりなのか、

お伺いいたします。 

 

議  長  （大野ふるさと創生課長を指名） 

 

大野課長  大原議員の質問にお答えいたします。 

病院につきましては、コミュニティナースといいまして、病院外に出かけて

行って、いろいろと健康に関する相談に乗ったりというふうな活動をなさる方

です。 

以上です。 

 

議  長  （岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  ２款１項１０目のふるさと納税に要する費用を計上されております。さきの

答弁でも、町長のほうから、地元産品を大いに活用したいというふうなお話も

ございましたが、当然のことながら、納税に要する費用の中には、返戻品も入
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っているかと思いますが、特に地元産品をどのように活用されて、あるいはこ

ういうことを利用してＰＲをされているのか、内容についてお聞きをしたいと

思います。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  まず、これまで通常やっております、ふるさと納税に対しましての返戻品は、

国のほうでも基準が設けられておりますように、３割以内ということで、これ

までのあり方は、当然、地元産のものを詰め合わせて、返戻品として寄附のあ

った方にお送りをしてございます。 

それ以外に、今年度、１０月からさとふるを、運用を開始いたしました。こ

れは、納税サイトを使ってですけれども、現在までに１４４件、金額にいたし

まして１８７万５，０００円の寄附がございました。ほぼほぼ、当初の目的に

達成できるのかなというところでございます。 

これにつきましては、このふるさと納税さとふるは、御存じの方も多いと思

いますが、納税者みずからが返戻品を選択いただくというところで、当然のこ

とながら、本町の特産品でありますトマトとか、果物とか、お米とか、そうい

ったものを品数としてそろえて、選んでいただいておりますので、そういうと

ころにも、新たに今回取り組みをして、成果が上がっておりますけれども、ま

だまだ商品開発をして、取り組んでいきたいというふうに思います。 

 

議  長  （岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  今、さとふるを利用という話がありましたけれども、このさとふるを利用す

るようになってから、利用する前と比較すると、どの程度アップされているの

か、教えてください。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  それでは、岡部議員の御質問にお答えをいたします。 
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平成２９年度のこれまでの通常のふるさと納税でいきますと、納付額が３８

０万円でございました。それが現在のところ、約５５０万円でございますので、

さとふる分がアップしていると、さとふるによる納税サイトの寄附額が、効果

としてアップしているというところで、これまでどおりのふるさと納税につき

ましては、本年度も、現在のところ３６０万円程度、寄附がございますので、

効果は出ているというふうに認識しております。 

 

議  長  よろしいですか。 

それでは、ここで暫時休憩いたします。      （午後 ２時０８分） 

 

（休 憩） 

 

議  長  休憩前に引き続き、会議を開きます。       （午後 ２時１６分） 

２６ページまで終わりましたので、２款総務費、２７ページ。 

 

（中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  ここに入るかどうかわからんですけれども、情報通信費の中に、ゆりナビの

維持管理は入っておりますか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  中野議員の御質問にお答えをいたします。 

ゆりナビの維持管理はありますけれども、１６目のところでは、ない部分で

計上をいたしております。 

済みません、時間をおかけして。 

６目の企画費のところで計上をいたしております。 

 

議  長  （中野克仁議員を指名） 
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中野課長  これ、でき上がったとき、私は非常に画期的で、有効な活用ができると期待

して、今でも見よるんですが、非常にアップされる情報量が少ない。 

防災のところでは、去年の大雨とか、台風とか、そういうときの情報が少し

も入ってこなかったと思うんですが。僕のスマホに入ってこんかっただけやっ

たらいいんですけれども、私のには入っておりませんでした。 

それで、せっかくこういうものをつくって、ある程度のお金もかけとるんだ

ったら、有効に利用せんといかんという意味では、非常に無駄遣いで、使いっ

ぱなしというふうな状況に陥っておると思うんです。 

それと、次に美術館費や山岳博物館費、天体観測費というふうなのが並んで

おりますが、ふるさと創生課だったと思うんですけれども、課長のお話の中で

は、町民の利用も、もっと進めていきたいというふうなお話も、今まで聞いて

おるんですけれども、そういうところで、しっかりとゆりナビを使って、町民

の皆様への周知をする。 

例えば、天体観測館であれば、何とか流星群が来るとか、スーパームーンが

見えるとか、そういうふうな情報もして、そこでこういうふうなときには、天

体観測館が使えるんですよとかいうふうな情報も、しっかりと、各担当がさっ

さとアップして、町民にそういうのを投げかけていけば、ゆりナビで見て、こ

んなんがあるんだ。うちの町にもこんな施設、私らも行かんといかんとかいう

ふうなことから始まって、防災に対しても、意識がもっと高まるとか、いうふ

うな一つのアイテムなんですから、せっかくかけたお金やったら、しっかりと

使っていかんと、もう無駄遣いになると思うんですけれども、その辺はどうで

しょうか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  中野議員の御質問にお答えいたします。 

このゆりナビの構築というのは、中野議員が今、御指摘いただいたとおりの

目的で行っています。 

この１年間やりまして、私もこれは、私の力不足で、中野議員御指摘のとお

りで、私自身も情報の更新のところ、これはホームページもいえることでござ
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いますが、課題として受けとめております。 

３１年度、４月からは、この更新のあり方を見直そうということで、今、具

体的に検討をしております。 

今は各担当の責任でということにしていますけれども、そうすると、どうし

ても担当同士で温度差があるのも事実ですので、そういったところも踏まえて、

中野議員の御指摘、真摯に受けとめて、４月からしっかりと対応していきたい

というふうに思います。 

 

議  長  （中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  その点は、そのように進めていただきたいと思います。 

別ですけれども、今度は１項１６目に書いておるんですが、ペーパーレス会

議システム構築業務委託料を計上されておりますが、これは、しっかりとペー

パーレスを進めるという意図のもとで計上されておるんでしょうか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  中野議員の御質問にお答えいたします。 

もちろん、目的は、最終的にはペーパーレス化を進めようというところで、

今回、予算的には、模擬的なところの予算としてございます。 

セキュリティーの問題等、情報系あるいはＬＧＷＡＮ系、そういったところ

のセキュリティーの課題等もありますので、そのあたりを見極める上での実証

実験的な形で、まずは庁内スタートしたいと。それをもとに、最終的には業務

の効率化、ペーパーレス化のところに目的をしっかりともってやっていきたい

というふうに考えています。 

 

議  長  （中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  今の説明のことを達成するためには、私もそんなに詳しくはないんですけれ

ども、８０７万円は要らないんじゃないかと思うんですけれども、どのような
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構築業務なのか。具体的なものはお持ちですか。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  中野議員の御質問にお答えいたします。 

今回、先ほど申しましたように、インターネット系を活用するのか、ＬＧＷ

ＡＮ系を活用するのかというところも含めて、現在、予算計上しておりますの

は、そういったところの課題を見極める上で、実際にこれを、システムをどの

形でいくかとなると、この予算はまだまだ精査して、経費を下げていく努力は

必要だというふうに思います。 

 

議  長  そのほか、ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  ２７ページを終わります。 

２８ページ、ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  ２９ページ。３款民生費。 

 

（なしの声） 

 

議  長  ３０ページ。 

 

（なしの声） 

 

議  長  ３１ページ。民生費と衛生費。 
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（なしの声） 

 

議  長  ３２ページ。６款農林水産業費。 

 

（なしの声） 

 

議  長  ３３ページ。 

 

（なしの声） 

 

議  長  ３４ページ。商工費も含みます。 

ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  ３５ページ。 

 

（大原貴明議員を指名） 

 

大原議員  観光関連事業について、お伺いをしたいんですけれども。 

昨年、四国西部エリア戦略型観光サービス創出事業で、昨年の１１月にソラ

ヤマいちづちというのを設立をされました。 

この事業、当初説明を受けたときに、平成３２年度までの３カ年で、道の駅

みかわの改修、それから面河渓、四国カルスト等の施設整備を行うという計画

が出ておったと思うんですけれども、今回、これを見るに、当初予算に事業が

編成されていないような感じがするんですけれども、今年度予算当初に編成を

されておりますか、されてないですか、お答えいただきたいと思います。 

 

議  長  （大野ふるさと創生課長を指名） 
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大野課長  大原議員の質問にお答えいたします。 

議員御指摘のとおり、四国西部エリアの事業は、３０年度から３２年度まで

の３カ年間の事業です。来年度につきましては、現在のところ、ハード施設の

費用については、予算計上いたしておりません。 

 

議  長  （大原貴明議員を指名） 

 

大原議員  この四国西部ＤＭＣについて、昨年度９月議会でも一般質問をさせていただ

きましたけれども。 

この事業の目的ですけれども、石鎚山系をともにする４市町村が協力に連携

して、観光地域を形成するという目的があったと思いますし、おのおの自治体

が、さまざまな事業を推進するということが計画されておったと思うんですけ

れども、当然、この事業は、久万高原町の今後の観光事業に非常に大きく寄与

するものだと思いますし、予算規模もそこそこ計画であったと思います。 

当初予算に、残り２カ年しかないと思うんですけれども、これがいまだ計上

されていないんであれば、本当に２カ年で事業が完了できるのか、計画してあ

ったことができるのかというのは、非常に疑問視されます。 

参画するほかの３自治体からも、「久万高原町さん、大丈夫」というような

意見が聞かれそうな気もするんですけれども、この会社で副社長を町長は務め

ておられますけれども、町長は今回、当初予算に編成されていないことをどの

ようにお考えですか。 

 

議  長  （河野町長を指名） 

 

町  長  さまざまな場面で、美川の道の駅のあり方等々につきましては、議論もある

ところでございます。 

私も、そのことは十分に承知もいたしておりますし、庁内では、このことも

いろいろ検討もしておりますけれども、もう少し議員の皆様方の意見も聞きな

がら、一番効果的な道の駅にするためにはというところ、そのあたりが少し、

議論がまだ十分でないところが見受けられました。 
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このことにつきましては、今回、当初予算にはあがっておりませんけれども、

これから議員の皆様方の御意見もいただきながら、例えば補正であげていくと

か、そういう手法をとりながら、今、お話がございました３２年度までには、

この課題につきましては、しっかりと解決をしてまいりたいと思っております。 

面河、美川、そして柳谷、いわゆる川下と、地域のこれからの持続可能なま

ちづくりには欠かせない施設だと思っておりますから、大事なことは、十分に

認識をいたしておりますから、繰り返しになりますけれども、急いでこのあた

り、皆さんの御意見をいただきながら、また議案として上程できるように努め

てまいります。 

 

議  長  （大原貴明議員を指名） 

 

大原議員  担当課はふるさと創生課ということで、来週火曜日の産業建設常任委員会の

付託になると思うんですけれども、先ほど申し上げましたとおり、久万高原町

の観光にとって、非常に重要な事業だと思いますので、ぜひとも産業建設常任

委員会のほうで活発に御議論いただくよう、委員の皆様にもお願いをしますし、

まちの皆さんも、よくこれを考えて、産業建設委員会で討議をしていただいた

らと思います。 

以上です。 

 

議  長  答弁はいいんですか。 

そのほか、ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  ３６ページ。 

 

（なしの声） 

 

議  長  ３７ページ。 
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（岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  ３７ページの９款１項４目防災情報伝達システム整備工事、この件について

お伺いをしたいと思います。 

多分、この整備工事に当たっては、プロポーザル方式を採用しているやに聞

いておりますが、このプロポーザル方式の採用に至った経緯、そしてこのプロ

ポーザルを行うことのメリットについて、御教授をお願いします。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  岡部議員の御質問にお答えをいたします。 

まず、このプロポーザルの選定をした経緯につきましては、御存じのように、

全国的に防災行政無線の更新の時期を迎えております。他の自治体の工事への

発注形態等を見てみますと、さまざまな方法がとられてございました。 

そういった中で、指名競争入札、プロポーザルによる方法ございましたけれ

ども、他の自治体を見まして、この方法が一番ベストではないかということで、

採用をさせていただきました。 

プロポーザル方式のメリットと申しますのは、通常の競争入札、指名競争入

札ですと、その工事の金額のみで判断されるというところがございますけれど

も、プロポーザルを採用いたしますと、金額は当然のことですけれども、後年

度の保守のあり方でありますとか、それから、例えば今回、防災行政無線の屋

外の設備をプロポーザルいたしましたけれども、その後、順を追って整備をい

たします個別受信機、このあたりの単価的なところも、総合的に評価ができる

というところで、総合評価の形がとれるということが、このプロポーザルの大

きなメリットというふうに考えております。 

 

議  長  （岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  他市町の採用事例に倣ってというお言葉もありましたけれども、従前から議
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論されておりますけれども、町の中に、プロポーザルにしろ何にしろ、それを

しっかりと管理できる、そういう技術者、あるいはそれを判断ができる方がい

らっしゃらないというのが、非常に疑問でございます。 

そういった意味で、先ほど、委託事業の件でもありましたけれども、他市町

に倣ってというのは、余りにも町の主体性がないように感じますが、町の主体

性があるんでしょうか、総務課長。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  岡部議員の御質問にお答えいたします。 

他市町に倣ってという表現は不適切だったというふうに思います。他市町を

参考に、本町として一番いい方法は何かという選択の中で、プロポーザルとい

うところを採用したというところでございます。 

 

議  長  （岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  このプロポーザルの方式というのは、非常になじみにくい方式だろうと思い

ます。 

そういったことで、このプロポーザルの審査基準のポイント、あるいはプロ

ポーザルの構成員、お名前は結構ですけれども、構成員についても教えてくだ

さい。 

 

議  長  （佐藤総務課長を指名） 

 

佐藤課長  審査基準につきましては、先ほど申しましたように、本工事の価格面であり

ますとか、施工体制、施工協力、それから後年度の保守監理の金額、あるいは

その体制、それから、工事以外の関連するところの見極めとか、そういったと

ころ。 

それから、防災行政無線ですと、この後、どういう汎用性があるのかとかと

いったところも、審査基準として設けてございます。 
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それから、あと、プロポーザルの委員につきましては、中心は役場の業者選

定委員の役場職員、副町長をトップに構成をいたしておりますけれども、岡部

議員の御指摘にもありましたように、専門的な知識というところで、今回は、

以前にも情報通信の関係で、アドバイザーになっていただきました大学の先生

に、この先生は防災行政無線も専門でございますので、その先生に入っていた

だいたというところで、しっかりとその専門的なところはチェックをかけさせ

ていただいたというところで、その先生を委員として選定をさせていただきま

した。 

 

議  長  岡部議員の本件に関する質疑は、既に３回になりましたが、会議規則第５５

条ただし書きの規定によりまして、特に発言を許します。 

 

（岡部史夫議員を指名） 

 

岡部議員  再々にわたってこのことは申し上げておりますので。例えば、光通信の関係

でも、どこかの大学の教授のお力をかりてとかいうことになりますが、何かに

つけて、一々と遠くにいらっしゃる方の御指導を仰がなくちゃいけないのかど

うかということと、もっともっとタイムラグをなくす形で、自前の審査、自前

のいろんな計画ができるようにしなきゃならないんですが、いつまでこのよう

な状態を続けるのか。もっと解消していただくような方向性を示していただく

のが大事ではないかと思いますが、そのあたり、町長はどのようなお考えをお

持ちでしょうか。 

 

議  長  （河野町長を指名） 

 

町  長  この防災情報伝達システムというのは、いつもいつもこれが案件としてあが

ってくるものではないわけで、例の国の通達を受けての、やむを得ずこれをか

えていかないといけないということでございました。 

これは、今申し上げましたように、毎年起きるものではないですから、そう

いった、先ほど話ありましたように、特に、非常にその点に秀でている方、間
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違いのない方で、私どもの町の様子をよくわかっている、以前からのおつき合

いもありますし、極めて公正に、そのあたり対応してくれる方でございますか

ら、事このことについては、そのようなことで御了解をいただきたいと思いま

す。 

ただ、以前からもさまざまなところで出ておりますけれども、例えば建設業

のコンサル料につきましては、議員の方からも御指摘があったように、私も少

しそのあたり、金額を見てもどうかなという面も実はございます。 

副町長のほうでも、いろいろと県のほうとも出向いて、どなたかしっかりし

た、そのあたりを見極めできる人を、ぜひ派遣をしていただきたいということ

で、再三にわたって要請をし、その努力も今、傾注をいたしておりますけれど

も、県におきましても、なかなかそういう人材がいないんだということで、県

においても、そういうような状況があるようでございます。 

ただ、今、御指摘のところは、これからの大きな課題であろうと思いますか

ら、そのあたり、十分に胸におきながら、私どもの町で言われておりますよう

に、その辺の見極めができるものは、将来にわたって配置をしないといけない

と思っておりますから、そのことは課題として受けとめて、ひとつそこに向か

って努力をしておりますということで、御了解をいただければというふうに思

います。 

 

議  長  そのほか、ありませんか。 

 

（中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  １０款１項２目、これで上高の振興対策協議会へ遠距離通学の補助をしてお

るわけですけれども、上高振興ですから、上高の存続のために、生徒数を確保

するために、主に松山から通っておいでる生徒への補助金であろうかと思いま

すが、反面、町内に御両親とともに住んでおって、松山高校に通っていらっし

ゃる生徒さんもいらっしゃると思うんです。この方たちは、上高には直接関係

ありませんけれども、高校は松山に行かれるかもしれんけど、就職であったり

とか、将来的に地元、久万高原町に帰ってくるための、今の学業を松山で行っ
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ておると。 

松山におる方があがっておる生徒さんと、こっちから通っておる生徒さん、

将来的にどうなるかはわかりませんけれども、同じように町内におる子供に対

して、遠くに行きよる、親御さんの負担とかいうふうなことを考えたら、私は

はかりにかけたら、余り変わらないというふうに思うので、その辺の補助につ

いては、一考する必要があるんじゃないかというふうに考えよるんですけれど

も、御検討いただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

 

議  長  （河野町長を指名） 

 

町  長  非公式には、そんなお話もいただいたこともございます。 

ただ、このことに限っては、議員も御承知のように、上浮穴高校の振興、上

浮穴高校の維持ということを目標に置いたシステムで、非常に高い評価もいた

だいているところでございますし、ほかの高校からも、先般、教育長から、ど

こかの場面でお話ありましたけれども、高知のほうからも、これはいいシステ

ムだということで、参考にしたいということで、視察にも来られたような経緯

ございます。 

今のお話ですけれども、このことに限っては、今、じゃあこうしましょうと

いうようなことが、少しこの場で、ちょっと申し上げにくいといいますか、検

討をまだしておりません。少し時間をいただいて、検討をさせていただきたい

と思いますけれども、現状においては、上浮穴高校をしっかり維持していこう

という主眼が、この対策協の中にはあるということは、また御理解もいただい

た上で、そのことまた考えていきたいというふうに思っております。 

しばし時間をいただければと思います。 

よろしくお願いします。 

 

議  長  （中野克仁議員を指名） 

 

中野議員  補助という形であれ、奨学金。奨学金は多分、松山の高校に行かれたり、大

学に行かれる方にも支給されると思いますので、いろんな形、どんな形でもい
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いので、そういうふうなところにちょっとでも考えをめぐらせていただけるよ

うにしていただきたいと思います。 

それと別件ですが、次の外国青年招致事業費。これ、外国人の青年が我が町

で子供たちと触れ合って、英語になれ親しんでいくというふうな環境をつくる

上では、非常に役に立っておると思うんですけれども。 

これ、教育において費用対効果というふうなことをいうのはいかがなものか

とは思うところもございますが、１，０００万近いお金をかけて青年たちをや

っておるという状況において、私はまだまだ費用対効果を出せていないような

気がするので、一般質問にも、きのうもありましたが、いろんなことを、教育

長さん考えられておると思うので、ＡＬＴというんですか、これの十分な活用、

英語教育、これから必要だと。もっとやっていかんといかん。そのときに、我

が町が多分、町単だったと思うんですけれども、お金を払ってせっかく雇っと

る方を、それに使わない手はないと思いますので、いろいろ教育委員会との兼

ね合い、県教委との兼ね合いとかもあろうとは思いますが、その辺をぜひお考

えいただきたいと思いますが、どうですか。 

 

議  長  （大野教育長を指名） 

 

教 育 長  中野議員の質問にお答えをいたします。 

ＡＬＴをもっともっと有効に活用してはどうかという御意見かと思いますけ

れども、昨日の英語教育の充実、それから学力診断、学力テストに向けての取

り組みでも申し上げましたけれども、スピーキングの対応につきましても、こ

のＡＬＴの力を存分に活用しております。検討委員会を立ち上げましたけれど

も、その中にも学校長、それから中学校の英語担当者、２人のＡＬＴ、これら

が会の中心になって対策を立てて、それぞれの学校で手当をして、取り組んで

いるところです。 

ただ、御指摘のように、まだまだＡＬＴの活用方法を考えていかなければな

らない、このように思っております。 

給与に見合う活動はさせていきたい、このように思っているところです。ま

た御指導をいただいたらと思います。 
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議  長  ええですか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  ３８ページ。 

 

（なしの声） 

 

議  長  ３９ページ。 

 

（なしの声） 

 

議  長  ４０ページ。 

 

（なしの声） 

 

議  長  歳入歳出ともに、全体を通して質疑をされる方はおいでませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案につきましては、所管の常任委員会に付託の上、審査することにしたい

と思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２５号は、所管の常任委員会に付託することに決定をい
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たしました。 

 

議  長  日程第２７、議案第２６号「平成３１年度久万高原町国民健康保険事業特別

会計予算」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（木下住民課長を指名） 

 

木下課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託の上、審査することにした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２６号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をいたしました。 

 

議  長  日程第２８、議案第２７号「平成３１年度久万高原町国民健康保険診療所事

業特別会計予算」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 
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（和田病院事業等統括事務長を指名） 

 

和田事務長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託の上、審査することにした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２７号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をいたしました。 

ここで暫時休憩をいたします。          （午後 ２時５９分） 

 

（休 憩） 

 

議  長  休憩前に引き続き、会議を開きます。       （午後 ３時１９分） 

 

議  長  日程第２９、議案第２８号「平成３１年度久万高原町後期高齢者医療保険事

業特別会計予算」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 
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（木下住民課長を指名） 

 

木下課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託の上、審査することにした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２８号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をいたしました。 

 

議  長  日程第３０、議案第２９号「平成３１年度久万高原町介護保険事業特別会計

予算」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（中岡保健福祉課長を指名） 

 

中岡課長  議案に基づき説明 
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議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託の上、審査することにした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第２９号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をいたしました。 

 

議  長  日程第３１、議案第３０号「平成３１年度久万高原町訪問看護事業特別会計

予算」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（和田病院事業等統括事務長を指名） 

 

和田事務長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 
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議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託の上、審査することにした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３０号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をいたしました。 

 

議  長  日程第３２、議案第３１号「平成３１年度久万高原町農業集落排水事業特別

会計予算」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（釣井環境整備課長を指名） 

 

釣井課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、産業建設常任委員会に付託の上、審査することにしたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 



 

 － 83 －  

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３１号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

いたしました。 

 

議  長  日程第３３、議案第３２号「平成３１年度久万高原町公共下水道事業特別会

計予算」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（釣井環境整備課長を指名） 

 

釣井課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、産業建設常任委員会に付託の上、審査することにしたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３２号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を
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いたしました。 

 

議  長  日程第３４、議案第３３号「平成３１年度久万高原町浄化槽事業特別会計予

算」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（釣井環境整備課長を指名） 

 

釣井課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、産業建設常任委員会に付託の上、審査することにしたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３３号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

いたしました。 

 

議  長  日程第３５、議案第３４号「平成３１年度久万高原町凶荒予備事業特別会計

予算」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 
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（菅林業戦略課長を指名） 

 

菅 課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、産業建設常任委員会に付託の上、審査することにしたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３４号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

いたしました。 

 

議  長  日程第３６、議案第３５号「平成３１年度久万高原町分譲宅地造成事業特別

会計予算」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（大野ふるさと創生課長を指名） 

 

大野課長  議案に基づき説明 
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議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、産業建設常任委員会に付託の上、審査することにしたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３５号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を

いたしました。 

 

議  長  日程第３７、議案第３６号「平成３１年度久万高原町立病院事業会計予算」

を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（和田病院事業等統括事務長を指名） 

 

和田事務長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 
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議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託の上、審査することにした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３６号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をいたしました。 

 

議  長  日程第３８、議案第３７号「平成３１年度久万高原町立老人保健施設事業会

計予算」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（和田病院事業等統括事務長を指名） 

 

和田事務長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、総務文教厚生常任委員会に付託の上、審査することにした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 
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（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３７号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決

定をいたしました。 

 

議  長  日程第３９、議案第３８号「平成３１年度久万高原町簡易水道事業会計予

算」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（釣井環境整備課長を指名） 

 

釣井課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、産業建設常任委員会に付託の上、審査することにしたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３８号は、産業建設常任委員会に付託することに決定を
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いたしました。 

 

議  長  日程第４０、議案第３９号「おもご高齢者生活支援ハウスの指定管理者の指

定について」を議題とします。 

地方自治法第１１７条の規定により、議長が除斥となりますので、退席をし

ます。 

副議長と交代のため、暫時休憩をいたします。   （午後 ４時２２分） 

 

（休 憩） 

 

副 議 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。       （午後 ４時２３分） 

提案理由の説明を求めます。 

 

（中岡保健福祉課長を指名） 

 

中岡課長  議案に基づき説明 

 

副 議 長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

副 議 長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

副 議 長  討論なしと認めます。 
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これより採決します。 

お諮りします。 

議案第３９号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

副 議 長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第３９号「おもご高齢者生活支援ハウスの指定管理者の指

定について」は、原案のとおり可決しました。 

 

副 議 長  議長の復席を求めます。 

議長と交代のため、暫時休憩いたします。     （午後 ４時２６分） 

 

（休 憩） 

 

議  長  休憩前に引き続き、会議を開きます。       （午後 ４時２６分） 

 

議  長  日程第４１、議案第４０号「久万高原町久万農業公園の指定管理者の指定に

ついて」を議題とします。 

地方自治法第１１７条の規定により、天野議員、日野議員、岡部議員、中川

議員の除斥を求めます。 

 

（天野辰晴議員・日野明勅議員・岡部史夫議員・中川武志議員、退席） 

 

議  長  提案理由の説明を求めます。 

 

（篠﨑農業戦略課長を指名） 

 

篠﨑課長  議案に基づき説明 
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議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第４０号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４０号「久万高原町久万農業公園の指定管理者の指定に

ついて」は、原案のとおり可決いたしました。 

天野議員、日野議員、岡部議員、中川議員の入場を許可します。 

 

（天野辰晴議員・日野明勅議員・岡部史夫議員・中川武志議員、入場） 

 

議  長  お諮りします。 

日程第４２、議案第４１号から、日程第４４、議案第４３号までの指定管理

者の指定に関する３件を一括議題にしたいと思いますが、御異議ございません

か。 
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（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４１号から議案第４３号までの指定管理者の指定に関す

る３件を一括議題にすることに決定をいたしました。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（篠﨑農業戦略課長を指名） 

 

篠﨑課長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑・討論・採決については、１件ずつ行います。 

議案第４１号「久万高原町直瀬ふもと友愛館の指定管理者の指定について」、

質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第４１号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 
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（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４１号「久万高原町直瀬ふもと友愛館の指定管理者の指

定について」は、原案のとおり可決いたしました。 

 

議  長  議案第４２号「西明神高齢者創作館の指定管理者の指定について」、質疑を

行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第４２号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４２号「西明神高齢者創作館の指定管理者の指定につい

て」は、原案のとおり可決いたしました。 
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議  長  議案第４３号「柳井川幸齢者創作館の指定管理者の指定について」、質疑を

行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第４３号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４３号「柳井川幸齢者創作館の指定管理者の指定につい

て」は、原案のとおり可決いたしました。 

 

議  長  お諮りします。 

日程第４５、議案第４４号から、日程第４７、議案第４６号までの指定管理

者の指定に関する３件を一括議題にしたいと思いますが、御異議ございません

か。 

 

（異議なしの声） 
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議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４４号から議案第４６号までの指定管理者の指定に関す

る３件を一括議題にすることに決定をしました。 

地方自治法第１１７条の規定により、中野克仁議員の除斥を求めます。 

 

（中野克仁議員、退席） 

 

議  長  提案理由の説明を求めます。 

 

（篠﨑農業戦略課長を指名） 

 

篠﨑課長  議案に基づき説明 

 

議  長  続いて、議案第４５号の提案理由の説明を求めます。 

 

（菅林業戦略課長を指名） 

 

菅 課長  議案に基づき説明 

 

議  長  続いて、議案第４６号の提案理由の説明を求めます。 

 

（辻本教育委員会事務局長を指名） 

 

辻本局長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑・討論・採決については、１件ずつ行います。 

議案第４４号「久万高原町四国カルスト牧場の指定管理者の指定について」、

質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 
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（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第４４号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４４号「久万高原町四国カルスト牧場の指定管理者の指

定について」は、原案のとおり可決いたしました。 

 

議  長  議案第４５号「久万高原町林業研修センターの指定管理者の指定について」、

質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 
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（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第４５号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４５号「久万高原町林業研修センターの指定管理者の指

定について」は、原案のとおり可決いたしました。 

 

議  長  議案第４６号「久万高原町やなだにさんさんドームの指定管理者の指定につ

いて」、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

議案第４６号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 
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（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４６号「久万高原町やなだにさんさんドームの指定管理

者の指定について」は、原案のとおり可決いたしました。 

中野議員の入場を許可します。 

 

（中野克仁議員入場） 

 

議  長  日程第４８、議案第４７号「久万高原町公民館分館の指定管理者の指定につ

いて」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（辻本教育委員会事務局長を指名） 

 

辻本局長  議案に基づき説明 

 

議  長  提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 
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これより採決します。 

お諮りします。 

議案第４７号は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第４７号「久万高原町公民館分館の指定管理者の指定につ

いて」は、原案のとおり可決いたしました。 

 

議  長  日程第４９、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について」を議題とし

ます。 

提案理由の説明を求めます。 

 

（河野町長を指名） 

 

町  長  諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について」 

下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求め

る。 

平成３１年３月７日提出、久万高原町長。 

住所 久万高原町上野尻甲９８４番地 

氏名 玉泉 豊 

生年月日 昭和３１年７月１９日生 

提案理由でございますが、本町に６名おられる人権擁護委員のうち、お一人

が任期満了により、６月末で退任されることになったことから、今回、新任と

して玉泉氏を推薦するものです。 

玉泉氏は、行政現場での経験が豊富で、生涯教育についての見識も高く、広

く社会の実情に通じ、人権擁護についても深く理解があり、適任と考えており

ます。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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議  長  提案理由の説明がございました。 

これより質疑を行います。 

質疑される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論される方はございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議  長  討論なしと認めます。 

これより採決します。 

お諮りします。 

諮問第１号は、適任と答申したいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について」は、適任と

答申することに決定をいたしました。 

 

議  長  日程第５０、「議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件」を議題としま

す。 

お諮りします。 

議会運営委員長から、久万高原町議会会議規則第７５条の規定により、別紙

のとおり本会議の会期日程等議会運営に関する事項について、閉会中の継続調

査の申し出がありましたので了承したいと思いますが、御異議ございませんか。 
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（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、「議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件」は承認するこ

とに決定をいたしました。 

 

議  長  本定例会の付託議案について、各委員会は開会中に審査し、３月１８日の本

会議に委員長報告をお願いいたします。 

お諮りします。 

本日の会議はこれにて散会したいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

議  長  異議なしと認めます。 

したがって、本日の会議はこれにて散会することに決定をいたしました。 

本日は、これで散会します。            （午後４時４８分） 

なお、３月１１日は、午前９時３０分から、町民館２階ホールで総務文教厚

生常任委員会を開き、付託議案の審査をお願いいたします。 

３月１２日は、午前９時３０分から、町民館２階ホールで産業建設常任委員

会を開き、付託議案の審査をお願いします。 

また、３月１８日は、午後１時から開会をいたします。 

よろしくお願いします。 

 

事 務 局  （終 礼） 

 


